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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）による
通信を行う機能を有する携帯電話端末と、
　前記ＲＦＩＤによる通信を行う送受信手段と、携帯電話網と異なるネットワークを介し
てメールセンタと通信を行う通信手段と、前記携帯電話端末の送信保留状態のＳＭＳメッ
セージを前記送受信手段を介して読み取り、前記通信手段を介して前記メールセンタに接
続することにより、前記ＳＭＳメッセージを送信先の他の携帯電話端末に送信するＳＭＳ
メッセージ管理手段とを含むＲＦＩＤリーダと
　を備えることを特徴とするＳＭＳメッセージ送信システム。
【請求項２】
　前記通信手段が、
　有線によって電話回線に接続されていることを特徴とする請求項１に記載のＳＭＳメッ
セージ送信システム。
【請求項３】
　前記通信手段が、
　有線によってインターネット回線に接続されていることを特徴とする請求項１に記載の
ＳＭＳメッセージ送信システム。
【請求項４】
　前記通信手段が、
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　無線によってインターネット回線に接続されていることを特徴とする請求項１に記載の
ＳＭＳメッセージ送信システム。
【請求項５】
　前記ＲＦＩＤリーダが、
　前記ＳＭＳメッセージ及びその送信結果を保持するＳＭＳメッセージ管理テーブルを備
え、
　前記ＳＭＳメッセージ管理手段は、
　前記携帯電話からの要求に対し、前記ＳＭＳメッセージ管理テーブルに保存されている
前記送信結果を、前記携帯電話端末に送信することを特徴とする請求項１から請求項４の
何れか１項に記載のＳＭＳメッセージ送信システム。
【請求項６】
　ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）による
通信を行う送受信手段と、
　携帯電話網と異なるネットワークを介してメールセンタと通信を行う通信手段と、
　ＲＦＩＤによる通信を行う機能を有する携帯電話端末の送信保留状態のＳＭＳメッセー
ジを前記送受信手段を介して読み取り、前記通信手段を介して前記メールセンタに接続す
ることにより、前記ＳＭＳメッセージを送信先の他の携帯電話に送信するＳＭＳメッセー
ジ管理手段と
　を備えることを特徴とするＲＦＩＤリーダ。
【請求項７】
　前記通信手段が、
　有線によって電話回線に接続されていることを特徴とする請求項６に記載のＲＦＩＤリ
ーダ。
【請求項８】
　前記ＲＦＩＤリーダが、
　前記ＳＭＳメッセージ及びその送信結果を保持するＳＭＳメッセージ管理テーブルを備
え、
　前記ＳＭＳメッセージ管理手段は、
　前記携帯電話からの要求に対し、前記ＳＭＳメッセージ管理テーブルに保存されている
前記送信結果を、前記携帯電話端末に送信することを特徴とする請求項６又は請求項７に
記載のＲＦＩＤリーダ。
【請求項９】
　ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）による
通信を行う機能と、携帯電話網と異なるネットワークを介してメールセンタと通信を行う
機能を有するＲＦＩＤリーダによるＳＭＳメッセージ送信方法であって、
　ＲＦＩＤによる通信を行う機能を有する携帯電話端末の送信保留状態のＳＭＳメッセー
ジを、ＲＦＩＤによる通信を介して読み取るステップと、
　携帯電話網と異なるネットワークを介してメールセンタに接続することにより、前記Ｓ
ＭＳメッセージを送信先の他の携帯電話に送信するステップと
　を含むことを特徴とするＳＭＳメッセージ送信方法。
【請求項１０】
　ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）による
通信を行う機能と、携帯電話網と異なるネットワークを介してメールセンタと通信を行う
機能を有するＲＦＩＤリーダを構成するコンピュータ上で動作するＳＭＳメッセージ送信
プログラムであって、
　前記コンピュータに、
　ＲＦＩＤによる通信を行う機能を有する携帯電話端末の送信保留状態のＳＭＳメッセー
ジを、ＲＦＩＤによる通信を介して読み取る処理と、
　携帯電話網と異なるネットワークを介してメールセンタに接続することにより、前記Ｓ
ＭＳメッセージを送信先の他の携帯電話に送信する処理と
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　を実行させることを特徴とするＳＭＳメッセージ送信プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）メッセージ送信技
術に関し、特に、携帯電話圏外時におけるＳＭＳメッセージ送信技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、携帯電話はある程度までの利用者集中を考慮して設計されており通常の利用にお
いては利用制限が行なわれる事はまずない。
【０００３】
　しかし、災害発生時においては、アンテナ局の損壊等により圏外エリアが多数発生する
可能性が想定される。
【０００４】
　また、圏内エリアにおいても外部への安否連絡を求めるユーザが殺到し、携帯電話の利
用規制が行なわれ通信が思うように出来なくなるという自体も想定される。
【０００５】
　この点、目的は異なるが、圏外エリアにおける不在着信確認する事が可能となる技術が
特許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１８８６２９号公報
【特許文献２】特開２００８－２８３６４８号公報
【特許文献３】特開２００９－２７１８４２号公報
【特許文献４】特開２０１０－２０００７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１に記載の発明は、自分への連絡の確認をすることはできるが、自分
から連絡をするということはできないため、緊急連絡を自分が行うことはできないという
課題がある。
【０００８】
（発明の目的）
　本発明の目的は、上述した課題を解決し、携帯電話圏外時においてもＳＭＳメッセージ
の送信を可能とするＳＭＳメッセージ送信システム、ＲＦＩＤリーダ、ＳＭＳメッセージ
送信方法、ＳＭＳメッセージ送信プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１のＳＭＳメッセージ送信システムは、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）による通信を行う機能を有する携帯電話端末
と、前記ＲＦＩＤによる通信を行う送受信手段と、携帯電話網と異なるネットワークを介
してメールセンタと通信を行う通信手段と、前記携帯電話端末の送信保留状態のＳＭＳメ
ッセージを前記送受信手段を介して読み取り、前記通信手段を介して前記メールセンタに
接続することにより、前記ＳＭＳメッセージを送信先の他の携帯電話端末に送信するＳＭ
Ｓメッセージ管理手段とを含むＲＦＩＤリーダとを備える。
【００１０】
　本発明の第１のＲＦＩＤリーダは、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤ
ｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）による通信を行う送受信手段と、携帯電話網と異なるネット
ワークを介してメールセンタと通信を行う通信手段と、ＲＦＩＤによる通信を行う機能を
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有する携帯電話端末の送信保留状態のＳＭＳメッセージを前記送受信手段を介して読み取
り、前記通信手段を介して前記メールセンタに接続することにより、前記ＳＭＳメッセー
ジを送信先の他の携帯電話に送信するＳＭＳメッセージ管理手段とを備える。
【００１１】
　本発明の第１のＳＭＳメッセージ送信方法は、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）による通信を行う機能と、携帯電話網と異なるネ
ットワークを介してメールセンタと通信を行う機能を有するＲＦＩＤリーダによるＳＭＳ
メッセージ送信方法であって、ＲＦＩＤによる通信を行う機能を有する携帯電話端末の送
信保留状態のＳＭＳメッセージを、ＲＦＩＤによる通信を介して読み取るステップと、携
帯電話網と異なるネットワークを介してメールセンタに接続することにより、前記ＳＭＳ
メッセージを送信先の他の携帯電話に送信するステップとを含む。
【００１２】
　本発明の第１のＳＭＳメッセージ送信プログラムは、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）による通信を行う機能と、携帯電話網と異
なるネットワークを介してメールセンタと通信を行う機能を有するＲＦＩＤリーダを構成
するコンピュータ上で動作するＳＭＳメッセージ送信プログラムであって、前記コンピュ
ータに、ＲＦＩＤによる通信を行う機能を有する携帯電話端末の送信保留状態のＳＭＳメ
ッセージを、ＲＦＩＤによる通信を介して読み取る処理と、携帯電話網と異なるネットワ
ークを介してメールセンタに接続することにより、前記ＳＭＳメッセージを送信先の他の
携帯電話に送信する処理とを実行させる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、携帯電話圏外時においてもＳＭＳメッセージの送信が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるメッセージ送信システムの構成を示すブロック
図である。
【図２】第１の実施の形態によるＳＭＳメッセージ送信の動作を示すフローチャートであ
る。
【図３】第１の実施の形態によるＳＭＳメッセージの送信結果取得の動作を示すフローチ
ャートである。
【図４】本発明の第１の実施例の構成を及び動作を示す図である。
【図５】第１の実施例による送信元携帯電話端末の動作を示すフローチャートである。
【図６】第１の実施例によるＲＦＩＤリーダの動作を示すフローチャートである。
【図７】第１の実施例による送信先センタの動作を示すフローチャートである。
【図８】第１の実施例による送信元携帯電話端末の送信結果取得時の動作を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明は、携帯電話の電波が圏外となる場所において、Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（以下ＲＦＩＤと略す）を利用した非接触リーダに携
帯電話をかざすだけで、あらかじめ作成し送信待ちとしていた送信保留状態のＳＭＳをＲ
ＦＩＤを利用し送信が可能になる事を特徴とする。
【００１６】
　圏外時の緊急連絡用として携帯電話センタ（メールセンタ）と接続可能なＲＦＩＤリー
ダを設置し、携帯電話からＲＦＩＤリーダを介してセンタへアクセスする事でＳＭＳメッ
セージを送信する事が可能となり、災害時などの緊急連絡手段として携帯電話の利便性の
向上に繋がる。
【００１７】
　本発明を応用すれば、意図的に携帯電話電波を遮断している可能性のある病院内、劇場
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内といった公共施設内でもＳＭＳメッセージを送信する事が可能となり、圏外エリアにお
ける携帯電話の利便性が向上する。
【００１８】
　以下、本発明の上記及び他の目的、特徴及び利点を明確にすべく、添付した図面を参照
しながら、本発明の実施形態を詳述する。なお、上述の本願発明の目的のほか、他の技術
的課題、その技術的課題を解決する手段及びその作用効果についても、以下の実施形態に
よる開示によって明らかとなるものである。
【００１９】
　なお、すべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略
する。
【００２０】
（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の図におい
て、本発明の本質に関わらない部分の構成については適宜省略してあり、図示されていな
い。
【００２１】
　図１は本実施の形態によるＳＭＳメッセージ送信システムの構成を示すブロック図であ
る。
【００２２】
　図１を参照すると、本実施の形態によるＳＭＳメッセージ送信システムは、携帯電話端
末１０と、ＲＦＩＤリーダ２０と、メールセンタ３０（３０－１、３０－２）と、携帯電
話端末４０とから構成される。
【００２３】
　なお、本実施の形態では、説明の便宜上、携帯通信端末は２台構成としたが、これに限
定はされない。
【００２４】
　携帯電話端末４０は、ＳＭＳ通信が可能な一般的な携帯電話である。ＳＭＳ通信が可能
であれば、携帯電話以外の端末でもよい。
【００２５】
　なお、ＳＭＳとは、携帯電話のメッセージングシステムと１つであり、ショートメール
やテキストメッセージとも呼ばれている。
【００２６】
　メールセンタ３０（３０－１、３０－２）は、携帯電話事業者が所有するメールセンタ
であり、メールセンタ３０－１は、携帯電話端末１０のＳＭＳメッセージを管理し、メー
ルセンタ３０－２は携帯電話端末４０のＳＭＳメッセージを管理する。
【００２７】
　携帯電話端末１０は、通常時は携帯電話の持つ一般的な機能によりメールセンタ３０－
１を介してＳＭＳメッセージの送受信を行う。
【００２８】
　携帯電話端末１０は、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎ）送受信手段１１０と、画面表示制御手段１２０と、表示手段１３０とを備
える。
【００２９】
　ＲＦＩＤ送受信手段１１０は、ＲＦＩＤを利用したワイヤレス通信を行う機能を有する
。
【００３０】
　ＲＦＩＤ送受信手段１１０は、自端末の携帯電話番号の送信、ＳＭＳ送信、及びＳＭＳ
送信の結果情報の受信を行う機能を有する。
【００３１】
　ここで、ＲＦＩＤとは、ＩＤ情報等の所定の情報を埋め込んだＩＣタグから、電波や電
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磁波等の無線通信によって情報をやり取りする技術である。
【００３２】
　画面表示制御手段１２０は、表示手段１３０を介して所定の画面表示を行う。
【００３３】
　ＲＦＩＤリーダ２０は、携帯電話端末１０とワイヤレス通信を行うＲＦＩＤ送受信手段
２１０と、携帯電話端末１０から読み取ったＳＭＳメッセージ及びその送信結果を蓄積す
るＳＭＳメッセージ管理テーブル２３０と、該ＳＭＳメッセージの管理を行うＳＭＳメッ
セージ管理手段２２０と、携帯電話端末１０が使用するネットワーク（携帯電話事業者の
ネットワーク）とは別のネットワークでメールセンタ３０－１に接続する通信手段２４０
とを備える。
【００３４】
　ＲＦＩＤ送受信手段２１０は、携帯電話端末１０で送信保留となっているＳＭＳメッセ
ージと、携帯電話端末１０の携帯電話番号を、該携帯電話端末１０から読み取る。
【００３５】
　ＲＦＩＤ送受信手段２１０は、携帯電話端末１０が所定の範囲内に来たとき、携帯電話
端末１０のＲＦＩＤ送受信手段１１０と通信を行い、該情報を読み取る。
【００３６】
　具体的には、携帯電話端末１０の利用者が該携帯電話端末１０をＲＦＩＤリーダ２０へ
かざすことで読み取りが行われる。
【００３７】
　ＳＭＳメッセージ管理手段２２０は、ＲＦＩＤ送受信手段２１０を介して読み取ったＳ
ＭＳメッセージをＳＭＳメッセージ管理テーブル２３０へ登録する。
【００３８】
　また、ＳＭＳメッセージ管理手段２２０は、通信手段２４０を介して、該ＳＭＳメッセ
ージをメールセンタ３０－１へ送信する。
【００３９】
　この時、ＳＭＳメッセージ管理手段２２０は、該ＳＭＳメッセージの発信元を携帯電話
端末１０の携帯電話番号として送信する。
【００４０】
　また、ＳＭＳメッセージ管理手段２２０は、メールセンタ３０－１から受信した、送信
済みＳＭＳメッセージの送信結果をＳＭＳメッセージ管理テーブル２３０へ保存する。
【００４１】
　また、ＳＭＳメッセージ管理手段２２０は、ＲＦＩＤ送受信手段２１０を介して、送信
済みＳＭＳメッセージの送信結果を携帯電話端末１０へ通知する。
【００４２】
　該通知も、携帯電話端末１０の利用者が該携帯電話端末１０をＲＦＩＤリーダ２０へか
ざすことで行われる。
【００４３】
　通信手段２４０は、メールセンタ３０－１と通信を行う機能を有する。該通信は、携帯
電話端末１０が使用する携帯電話事業者のネットワーク（携帯電話網）とは別のネットワ
ークで行われる。
【００４４】
　例えば、通信手段２４０による通信は、有線を用いた電話回線による通信であってもよ
い。
【００４５】
　また、通信手段２４０による通信は、有線を用いたインターネット回線による通信であ
ってもよい。
【００４６】
　また、通信手段２４０による通信は、無線ＬＡＮを用いたインターネット回線による無
線通信であってもよい。
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【００４７】
　メールセンタ３０は、携帯電話事業者が所有している一般的なメールセンタを想定する
。
【００４８】
（第１の実施の形態の動作の説明）
　次に、本実施の形態によるＳＭＳメッセージ送信システムの動作について、図面を参照
して詳細に説明する。
【００４９】
（ＳＭＳメッセージ送信の動作の説明）
　図２は、本実施の形態によるＳＭＳメッセージ送信システムにおけるＳＭＳメッセージ
送信の動作を示すフローチャートである。
【００５０】
　まず、ＲＦＩＤリーダのＲＦＩＤ送受信手段２１０が、利用者が作成して送信保留状態
としてしたＳＭＳメッセージを携帯電話端末１０から読み取る（ステップＳ２０１）。
【００５１】
　該読み取りは、利用者が携帯電話端末１０をＲＦＩＤリーダ２０へかざすことにより始
まる。
【００５２】
　なお、送信保留状態としていたメッセージが複数ある場合、全てをＲＦＩＤリーダ２０
へ送信してもよいし、利用者が任意に選択したものを送信することとしても良い。
【００５３】
　次いで、ＳＭＳメッセージ管理手段２２０が、ＳＭＳメッセージ管理テーブル２３０へ
読み取ったＳＭＳメッセージを保存する（ステップＳ２０２）。
【００５４】
　次いで、ＳＭＳメッセージ管理手段２２０は、通信手段２４０を介してメールセンタ３
０－１へ該ＳＭＳメッセージを送信する（ステップＳ２０３）。
【００５５】
　この時、ＳＭＳメッセージ管理手段２２０は、該ＳＭＳメッセージの送信元として携帯
電話端末１０の携帯電話番号を用いる。
【００５６】
　メールセンタ３０－１へ到着したＳＭＳメッセージは、携帯電話端末１０から送信され
たＳＭＳメッセージとしてメールセンタ３０－１からメールセンタ３０－２へ送信され（
ステップＳ２０４）、メールセンタ３０－２から携帯電話端末４０へ送信される（ステッ
プＳ２０５）。
【００５７】
（送信結果取得の動作の説明）
　次に、図３を用いて、携帯電話端末１０がＳＭＳメッセージの送信結果を取得する動作
について説明する。
【００５８】
　まず、図２のステップＳ２０５の処理を行った後、メールセンタ３０－２が、ＳＭＳメ
ッセージが携帯電話端末４０へ正しく送信されたか否かを確認する（ステップＳ３０１）
。
【００５９】
　次いで、メールセンタ３０－２は、送信結果をメールセンタ３０－１へ送信する（ステ
ップＳ３０２）。
【００６０】
　次いで、メールセンタ３０－１は、受信した送信結果をＲＦＩＤリーダ２０へ送信する
（ステップＳ３０３）。
【００６１】
　次いで、ＲＦＩＤリーダ２０のＳＭＳメッセージ管理手段２２０が、受信した送信結果
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をＳＭＳメッセージ管理テーブル２３０へ保存する（ステップＳ３０４）。
【００６２】
　そして、携帯電話端末１０から送信結果の要求があると（ステップＳ３０５”ＹＥＳ”
）、ＳＭＳメッセージ管理手段２２０は、ＳＭＳメッセージ管理テーブル２３０に保存さ
れている該送信結果を、ＲＦＩＤ送受信手段２１０を介して携帯電話端末１０へ送信する
（ステップＳ３０６）。
【００６３】
　ここで、携帯電話端末１０から送信結果の要求とは、利用者がＲＦＩＤリーダへ携帯電
話端末１０をかざすことを意味する。
【００６４】
　次いで、画面表示制御手段１２０が、受信した送信結果を表示手段１３０へ表示する（
ステップＳ３０７）。
【実施例１】
【００６５】
　次に、具体的な実施例を用いて本実施の形態の動作を説明する。
【００６６】
　図４はＲＦＩＤを利用した携帯電話端末からＳＭＳメッセージを送信する仕組みを示し
たものである。
【００６７】
　また、図５～図７は、それぞれ、ＳＭＳメッセージ送信時の送信元携帯電話端末、ＲＦ
ＩＤリーダ、送信先センタの動作を示すフローチャートである。
【００６８】
　また、図８は、送信元携帯電話端末の送信結果取得時の動作を示すフローチャートであ
る。
【００６９】
　以下、上述の図を参照しながら具体的な動作を説明する。
【００７０】
　まず、ＲＦＩＤリーダが、送信元携帯電話端末のＲＦＩＤから利用者が作成して送信保
留状態としたＳＭＳメッセージ及び送信元携帯電話端末の携帯電話番号を読み取る（ステ
ップＳ５０１～Ｓ５０３）。
【００７１】
　次いで、ＳＭＳメッセージを受信したＲＦＩＤリーダは、携帯電話事業者の送信元セン
タを経由して送信先センタへＳＭＳメッセージを送信する（ステップＳ６０１～Ｓ６０２
）。
【００７２】
　ＳＭＳメッセージを受けた送信先センタは、ＳＭＳ送信先電話番号へＳＭＳメッセージ
の送信を行い、該送信結果を送信元センタ経由でＲＦＩＤリーダへ通知する（ステップＳ
７０１～Ｓ７０４）。
【００７３】
　送信元携帯電話端末は、ＲＦＩＤリーダへ携帯電話端末をかざすことにより、送信先セ
ンタから受信したＳＭＳ送信結果を受信し、該送信結果を携帯電話画面に表示する（ステ
ップＳ８０１～Ｓ８０２）。
【００７４】
（第１の実施の形態による効果）
　本実施の形態によれば、携帯電話網を用いずにＳＭＳメッセージを送信できるため、災
害発生時において、アンテナ局の損壊等や携帯電話の集中利用による利用規制等により携
帯電話端末が圏外となった場合でも、緊急連絡手段としてＳＭＳメッセージを送信するこ
とができる。
【００７５】
　また、本実施の形態によれば、携帯電話網を用いずにＳＭＳメッセージを送信するため
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、携帯電話の発する電波による医療機器への影響が考えられる病院内や研究施設等、携帯
電話の電波を遮断したエリアにおいてもＳＭＳメッセージを送信することができる。
【００７６】
　また、本実施の形態によれば、ＲＦＩＤリーダ２０を災害時の緊急連絡手段の１つとし
て街中に設置する事で、災害時における安否確認の利便性が向上する。
【００７７】
　なお、ＲＦＩＤ送受信手段１１０を含む携帯電話端末１０と、ＲＦＩＤ送受信手段２１
０、ＳＭＳメッセージ管理手段２２０、通信手段２４０を含むＲＦＩＤリーダ２０からな
る最小限の構成であっても、本願発明の課題を解決することができる。
【００７８】
　なお、現在、国内においてはＳＭＳメッセージは携帯電話事業者間の互換性がなく、他
社の携帯通信端末へＳＭＳメッセージを送信することはできないが、一方で、携帯電話番
号から各携帯電話事業者を特定することは容易である。
【００７９】
　その為、ＲＦＩＤリーダ／ライタとメールセンタへのアクセス途中に各電話会社を判断
するセレクタを設け、かつキャリア間のＳＭＳ互換性問題がクリアされれば、ユーザは契
約電話会社を意識することなくＲＦＩＤリーダに携帯電話をかざすだけで自動的に各契約
電話会社のセンタへＳＭＳを送信する事が可能になる。
【００８０】
　次に、本発明の携帯電話端末１０、ＲＦＩＤリーダ２０のハードウェア構成例について
、説明する。
【００８１】
　携帯電話端末１０は、一般的な携帯電話と同様のハードウェア構成であり、ＣＰＵ（Ｃ
ｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）８０１、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等のメモリからなるデータの作業領域やデータの一時退避領域
に用いられる主記憶部８０２、ネットワークを介してデータの送受信を行う通信部８０３
、入力装置８０５や出力装置８０６及び記憶装置８０７と接続してデータの送受信を行う
入出力インタフェース部８０４、上記各構成要素を相互に接続するシステムバス８０８、
を備えている。記憶装置８０７は、例えば、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ
）、磁気ディスク、半導体メモリ等の不揮発性メモリから構成されるハードディスク装置
等で実現される。
【００８２】
　なお、本発明の携帯電話端末１０の画面表示制御手段１２０は、プログラムを組み込ん
だ、ＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）等のハードウェア部品
である回路部品を実装することにより、その動作をハードウェア的に実現することは勿論
として、その機能を提供するプログラムを実行することにより、ソフトウェア的に実現す
ることも可能である。
【００８３】
　ＲＦＩＤリーダ２０はＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）９
０１、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等のメモリからなるデータ
の作業領域やデータの一時退避領域に用いられる主記憶部９０２、ネットワークを介して
データの送受信を行う通信部９０３、記憶装置９０７と接続してデータの送受信を行う入
出力インタフェース部９０４、上記各構成要素を相互に接続するシステムバス９０８、を
備えている。記憶装置９０７は、例えば、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）
、磁気ディスク、半導体メモリ等の不揮発性メモリから構成されるハードディスク装置等
で実現される。
【００８４】
　なお、本発明のＲＦＩＤリーダ２０のＳＭＳメッセージ管理手段２２０は、プログラム
を組み込んだ、ＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）等のハード
ウェア部品である回路部品を実装することにより、その動作をハードウェア的に実現する
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ことは勿論として、その機能を提供するプログラムを実行することにより、ソフトウェア
的に実現することも可能である。
【００８５】
　以上好ましい実施の形態をあげて本発明を説明したが、本発明は必ずしも、上記実施の
形態に限定されるものでなく、その技術的思想の範囲内において様々に変形して実施する
ことができる。
【００８６】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒
体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効で
ある。
【００８７】
　また、本発明の各種の構成要素は、必ずしも個々に独立した存在である必要はなく、複
数の構成要素が一個の部材として形成されていること、一つの構成要素が複数の部材で形
成されていること、ある構成要素が他の構成要素の一部であること、ある構成要素の一部
と他の構成要素の一部とが重複していること、等でもよい。
【００８８】
　また、本発明の方法およびコンピュータプログラムには複数の手順を順番に記載してあ
るが、その記載の順番は複数の手順を実行する順番を限定するものではない。このため、
本発明の方法およびコンピュータプログラムを実施する時には、その複数の手順の順番は
内容的に支障しない範囲で変更することができる。
【００８９】
　また、本発明の方法およびコンピュータプログラムの複数の手順は個々に相違するタイ
ミングで実行されることに限定されない。このため、ある手順の実行中に他の手順が発生
すること、ある手順の実行タイミングと他の手順の実行タイミングとの一部ないし全部が
重複していること、等でもよい。
【００９０】
　さらに、上記実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、これ
に限定されない。
【００９１】
（付記１）
　ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）による
通信を行う機能を有する携帯電話端末と、
　前記ＲＦＩＤによる通信を行う送受信手段と、携帯電話網と異なるネットワークを介し
てメールセンタと通信を行う通信手段と、前記携帯電話端末の送信保留状態のＳＭＳメッ
セージを前記送受信手段を介して読み取り、前記通信手段を介して前記メールセンタに接
続することにより、前記ＳＭＳメッセージを送信先の他の携帯電話端末に送信するＳＭＳ
メッセージ管理手段とを含むＲＦＩＤリーダと
　を備えることを特徴とするＳＭＳメッセージ送信システム。
【００９２】
（付記２）
　前記通信手段が、
　有線によって電話回線に接続されていることを特徴とする付記１に記載のＳＭＳメッセ
ージ送信システム。
【００９３】
（付記３）
　前記通信手段が、
　有線によってインターネット回線に接続されていることを特徴とする付記１に記載のＳ
ＭＳメッセージ送信システム。
【００９４】
（付記４）
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　前記通信手段が、
　無線によってインターネット回線に接続されていることを特徴とする付記１に記載のＳ
ＭＳメッセージ送信システム。
【００９５】
（付記５）
　前記ＲＦＩＤリーダが、
　前記ＳＭＳメッセージ及びその送信結果を保持するＳＭＳメッセージ管理テーブルを備
え、
　前記ＳＭＳメッセージ管理手段は、
　前記携帯電話からの要求に対し、前記ＳＭＳメッセージ管理テーブルに保存されている
前記送信結果を、前記携帯電話端末に送信することを特徴とする付記１から付記４の何れ
か１項に記載のＳＭＳメッセージ送信システム。
【００９６】
（付記６）
　ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）による
通信を行う送受信手段と、
　携帯電話網と異なるネットワークを介してメールセンタと通信を行う通信手段と、
　ＲＦＩＤによる通信を行う機能を有する携帯電話端末の送信保留状態のＳＭＳメッセー
ジを前記送受信手段を介して読み取り、前記通信手段を介して前記メールセンタに接続す
ることにより、前記ＳＭＳメッセージを送信先の他の携帯電話に送信するＳＭＳメッセー
ジ管理手段と
　を備えることを特徴とするＲＦＩＤリーダ。
【００９７】
（付記７）
　前記通信手段が、
　有線によって電話回線に接続されていることを特徴とする付記６に記載のＲＦＩＤリー
ダ。
【００９８】
（付記８）
　前記通信手段が、
　有線によってインターネット回線に接続されていることを特徴とする付記６に記載のＲ
ＦＩＤリーダ。
【００９９】
（付記９）
　前記通信手段が、
　無線によってインターネット回線に接続されていることを特徴とする付記６に記載のＲ
ＦＩＤリーダ。
【０１００】
（付記１０）
　前記ＲＦＩＤリーダが、
　前記ＳＭＳメッセージ及びその送信結果を保持するＳＭＳメッセージ管理テーブルを備
え、
　前記ＳＭＳメッセージ管理手段は、
　前記携帯電話からの要求に対し、前記ＳＭＳメッセージ管理テーブルに保存されている
前記送信結果を、前記携帯電話端末に送信することを特徴とする付記６から付記９の何れ
か１項に記載のＲＦＩＤリーダ。
【０１０１】
（付記１１）
　ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）による
通信を行う機能と、携帯電話網と異なるネットワークを介してメールセンタと通信を行う
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機能を有するＲＦＩＤリーダによるＳＭＳメッセージ送信方法であって、
　ＲＦＩＤによる通信を行う機能を有する携帯電話端末の送信保留状態のＳＭＳメッセー
ジを、ＲＦＩＤによる通信を介して読み取るステップと、
　携帯電話網と異なるネットワークを介してメールセンタに接続することにより、前記Ｓ
ＭＳメッセージを送信先の他の携帯電話に送信するステップと
　を含むことを特徴とするＳＭＳメッセージ送信方法。
【０１０２】
（付記１２）
　前記携帯電話からの要求に対し、
　前記ＲＦＩＤリーダの前記ＳＭＳメッセージ及びその送信結果を保持するＳＭＳメッセ
ージ管理テーブルに保存されている前記送信結果を、前記携帯電話端末に送信することを
特徴とする付記１１に記載のＳＭＳメッセージ送信方法。
【０１０３】
（付記１３）
　ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）による
通信を行う機能と、携帯電話網と異なるネットワークを介してメールセンタと通信を行う
機能を有するＲＦＩＤリーダを構成するコンピュータ上で動作するＳＭＳメッセージ送信
プログラムであって、
　前記コンピュータに、
　ＲＦＩＤによる通信を行う機能を有する携帯電話端末の送信保留状態のＳＭＳメッセー
ジを、ＲＦＩＤによる通信を介して読み取る処理と、
　携帯電話網と異なるネットワークを介してメールセンタに接続することにより、前記Ｓ
ＭＳメッセージを送信先の他の携帯電話に送信する処理と
　を実行させることを特徴とするＳＭＳメッセージ送信プログラム。
【０１０４】
（付記１４）
　前記携帯電話からの要求に対し、
　前記ＲＦＩＤリーダの前記ＳＭＳメッセージ及びその送信結果を保持するＳＭＳメッセ
ージ管理テーブルに保存されている前記送信結果を、前記携帯電話端末に送信する処理を
実行させることを特徴とする付記１３に記載のＳＭＳメッセージ送信プログラム。
【符号の説明】
【０１０５】
　　１００：メッセージ送信システム
　　１０、４０：携帯電話端末
　　１１０：ＲＦＩＤ送受信手段
　　１２０：画面表示制御手段
　　１３０：表示手段
　　２０：ＲＦＩＤリーダ
　　２１０：ＲＦＩＤ送受信手段
　　２２０：ＳＭＳメッセージ管理手段
　　２３０：ＳＭＳメッセージ管理テーブル
　　２４０：通信手段
　　３０、３０－１、３０－２：メールセンタ
　　８０１、９０１：ＣＰＵ
　　８０２、９０２：主記憶部
　　８０３、９０３：通信部
　　８０４、９０４：入出力インタフェース部
　　８０５：入力装置
　　８０６：出力装置
　　８０７、９０７：記憶装置
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